
報告第 2 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、浜田市税条例等の一部を改正す

る条例について専決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浜田市税条例等の一部を改正する条例について 

 

浜田市税条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 3 年 3 月 31 日 専決 

 

浜田市長 久保田 章 市 

 

 

  



浜田市税条例等の一部を改正する条例 

 

（浜田市税条例の一部改正） 

第 1 条 浜田市税条例（平成 17 年浜田市条例第 67 号）の一部を次のように

改正する。 

第 24 条第 2 項中「及び扶養親族」の次に「（年齢 16 歳未満の者及び控除

対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第 34 条の 7 第 1 項第 2 号及び第 3 号中「寄附金（」の次に「出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第 4 号中

「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを

除き、」に改め、同項第 5 号及び第 6 号中「寄附金（」の次に「出資に関す

る業務に充てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第 7 号中

「を除く。」を「及び出資に関する業務に充てられることが明らかなものを

除き、」に改め、同項第 8 号中「寄附金（」の次に「出資に関する業務に充

てられることが明らかなものを除き、」を加え、同項第 10 号中「もの」の

次に「、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの」を加える。 

第 36 条の 3 の 2 第 4 項中「所得税法第 198 条第 2 項に規定する納税地

の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第 48 条の 9 の 7 の 2 におい

て準用する令第 8 条の 2 の 2 に規定する要件を満たす」に改め、「次条第 4

項」の次に「及び第 53 条の 9 第 3 項」を加える。 

第 36 条の 3 の 3 第 1 項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢 16 歳未

満の者に限る」に改め、同条第 4 項中「所得税法第 203 条の 6 第 6 項に規

定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている」を「令第 48 条の 9 の 7

の 3 において準用する令第 8 条の 2 の 2 に規定する要件を満たす」に改め

る。 

第 53 条の 8 第 1 項第 1 号中「次条第 2 項及び」を「次条第 2 項及び第 3

項並びに」に改める。 

第 53 条の 9 に次の 2 項を加える。 

3  第 1 項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際

に経由すべき退職手当等の支払をする者が令第 48 条の 18 において準用

する令第 8 条の 2 の 2 に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定

めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当

等の支払をする者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁

的方法により提供することができる。 



4  前項の規定の適用がある場合における第 2 項の規定の適用については、

同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき

事項を」と、「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする

者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた

時」とする。 

第 81 条の 4 第 1 号及び第 2 号中「同条第 4 項」の次に「又は第 5 項」を

加える。 

附則第 5 条第 1 項中「及び扶養親族」の次に「（年齢 16 歳未満の者及び

控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第 6 条中「令和 4 年度」を「令和 9 年度」に改める。 

附則第 10 条の 2 第 3 項を削り、同条第 4 項中「附則第 15 条第 19 項」

を「附則第 15 条第 16 項」に改め、同項を同条第 3 項とし、同条第 5 項中

「附則第 15 条第 26 項」を「附則第 15 条第 23 項」に改め、同項を同条第

4 項とし、同条第 6 項中「附則第 15 条第 27 項第 1 号」を「附則第 15 条第

24 項第 1 号」に改め、同項を同条第 5 項とし、同条第 7 項中「附則第 15

条第 27 項第 2 号」を「附則第 15 条第 24 項第 2 号」に改め、同項を同条第

6 項とし、同条第 8 項中「附則第 15 条第 27 項第 3 号」を「附則第 15 条第

24 項第 3 号」に改め、同項を同条第 7 項とし、同条第 9 項中「附則第 15

条第 28 項第 1 号」を「附則第 15 条第 25 項第 1 号」に改め、同項を同条第

8 項とし、同条第 10 項中「附則第 15 条第 28 項第 2 号」を「附則第 15 条

第 25 項第 2 号」に改め、同項を同条第 9 項とし、同条第 11 項中「附則第

15 条第 30 項第 1 号イ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号イ」に改め、同項

を同条第 10 項とし、同条第 12 項中「附則第 15 条第 30 項第 1 号ロ」を「附

則第 15 条第 27 項第 1 号ロ」に改め、同項を同条第 11 項とし、同条第 13

項中「附則第 15 条第 30 項第 1 号ハ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号ハ」

に改め、同項を同条第 12 項とし、同条第 14 項中「附則第 15 条第 30 項第

1 号ニ」を「附則第 15 条第 27 項第 1 号ニ」に改め、同項を同条第 13 項と

し、同条第 15 項中「附則第 15 条第 30 項第 2 号イ」を「附則第 15 条第 27

項第 2 号イ」に改め、同項を同条第 14 項とし、同条第 16 項中「附則第 15

条第 30 項第 2 号ロ」を「附則第 15 条第 27 項第 2 号ロ」に改め、同項を同

条第 15 項とし、同条第 17 項中「附則第 15 条第 30 項第 2 号ハ」を「附則

第 15 条第 27 項第 2 号ハ」に改め、同項を同条第 16 項とし、同条第 18 項

中「附則第 15 条第 30 項第 3 号イ」を「附則第 15 条第 27 項第 3 号イ」に

改め、同項を同条第 17 項とし、同条第 19 項中「附則第 15 条第 30 項第 3



号ロ」を「附則第 15 条第 27 項第 3 号ロ」に改め、同項を同条第 18 項と

し、同条第 20 項中「附則第 15 条第 30 項第 3 号ハ」を「附則第 15 条第 27

項第 3 号ハ」に改め、同項を同条第 19 項とし、同条第 21 項中「附則第 15

条第 34 項」を「附則第 15 条第 30 項」に改め、同項を同条第 20 項とし、

同条第 22 項中「附則第 15 条第 38 項」を「附則第 15 条第 34 項」に改め、

同項を同条第 21 項とし、同条第 23 項中「附則第 15 条第 39 項」を「附則

第 15 条第 35 項」に改め、同項を同条第 22 項とし、同条第 24 項を削り、

同条第 25 項中「附則第 15 条第 47 項」を「附則第 15 条第 42 項」に改め、

同項を同条第 23 項とし、同項の次に次の 1 項を加える。 

24 法附則第 15 条第 46 項に規定する市町村の条例で定める割合は 3 分の

1 とする。 

附則第 10 条の 2 第 26 項を同条第 25 項とし、同条第 27 項中「零」の次

に「（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進基本

計画（中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第 50 条第 2 項に規

定する同意導入促進基本計画をいう。）に定める業種に属する事業の用に

供する法附則第 64 条に規定する特例対象資産にあっては、零）」を加え、

同項を同条第 26 項とする。 

附則第 11 条の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3

年度から令和 5 年度まで」に改める。 

附則第 11 条の 2 の見出し中「令和元年度又は令和 2 年度」を「令和 4 年

度又は令和 5 年度」に改め、同条第 1 項中「令和元年度分又は令和 2 年度

分」を「令和 4 年度分又は令和 5 年度分」に改め、同条第 2 項中「令和元

年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」を「令和 4 年度適用土地又は

令和 4 年度類似適用土地」に、「令和 2 年度分」を「令和 5 年度分」に改め

る。 

附則第 12 条の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3

年度から令和 5 年度まで」に改め、同条第 1 項中「平成 30 年度から令和 2

年度まで」を「令和 3 年度から令和 5 年度まで」に改め、「加算した額」の

次に「（令和 3 年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課

税標準額）」を加え、同条第 2 項及び第 3 項中「平成 30 年度から令和 2 年

度までの各年度分」を「令和 4 年度分及び令和 5 年度分」に改め、同条第

4 項及び第 5 項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年度から

令和 5 年度まで」に改める。 

附則第 12 条の 3 に見出しとして「（用途変更宅地等及び類似用途変更宅



地等に対して課する令和 3 年度から令和 5 年度までの各年度分の固定資産

税の特例）」を付し、同条中「地方税法等の一部を改正する法律（平成 30

年法律第 3 号）附則第 22 条」を「地方税法等の一部を改正する法律（令和

3 年法律第 7 号）附則第 14 条」に、「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を

「令和 3 年度から令和 5 年度まで」に改める。 

附則第 13 条の見出し中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3

年度から令和 5 年度まで」に改め、同条中「平成 30 年度から令和 2 年度ま

で」を「令和 3 年度から令和 5 年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た

額」の次に「。以下この項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た

額」の次に「（令和 3 年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額）」を加える。 

附則第 15 条第 1 項中「平成 30 年度から令和 2 年度まで」を「令和 3 年

度から令和 5 年度まで」に改め、同条第 2 項中「令和 3 年 3 月 31 日」を

「令和 6 年 3 月 31 日」に改める。 

附則第 15 条の 2 中「同条第 4 項」の次に「又は第 5 項」を加え、「令和

3 年 3 月 31 日」を「令和 3 年 12 月 31 日」に改める。 

附則第 15 条の 2 の 2 第 2 項中「同条第 2 項」の次に「又は第 3 項」を、

「同条第 4 項」の次に「又は第 5 項」を加える。 

附則第 16 条第 1 項中「第 5 項」を「第 8 項」に改め、同条第 2 項中「、

当該軽自動車が平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和 2 年度分の軽自動車税の種別割に限り」

を削り、同条第 3 項中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガ

ソリン軽自動車が平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和 2 年度分の軽自動車税の種別割に限

り」を削り、同条第 4 項中「、当該ガソリン軽自動車が平成 31 年 4 月 1 日

から令和 2 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和 2 年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に次の 3 項を加え

る。 

6  法附則第 30 条第 2 項第 1 号及び第 2 号に掲げる 3 輪以上の軽自動車

（自家用の乗用のものを除く。）に対する第 82 条の規定の適用について

は、当該軽自動車が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4 年度分の軽自動車税の種別

割に限り、当該軽自動車が令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 5 年度分の軽自動車税



の種別割に限り、第 2 項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

7  法附則第 30 条第 7 項の規定の適用を受ける 3 輪以上のガソリン軽自

動車（営業用の乗用のものに限る。）に対する第 82 条の規定の適用につ

いては、当該ガソリン軽自動車が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 4 年度分の軽自動

車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和 4 年 4 月 1 日から令

和 5 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和 5

年度分の軽自動車税の種別割に限り、第 3 項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

8  法附則第 30 条第 8 項の規定の適用を受ける 3 輪以上のガソリン軽自

動車（前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限

る。）に対する第 82 条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和 4 年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガ

ソリン軽自動車が令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には令和 5 年度分の軽自動車税の種別割

に限り、第 4 項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第 16 条の 2 第 1 項中「第 5 項」を「第 8 項」に改める。 

附則第 25 条に次の 1 項を加える。 

2  所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法第 6 条の 2 第 1 項の規定の適用を受けた場合における附則第

7 条の 3 の 2 第 1 項の規定の適用については、同項中「令和 15 年度」と

あるのは「令和 17 年度」と、「令和 3 年」とあるのは「令和 4 年」とす

る。 

（浜田市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第 2 条 浜田市税条例等の一部を改正する条例（令和 2 年浜田市条例第 16

号）の一部を次のように改正する。 

第 2 条のうち、浜田市税条例第 48 条第 10 項の改正規定中「第 321 条の

8 第 52 項」を「第 321 条の 8 第 60 項」に、「同条第 52 項」を「同条第 60

項」に改め、同条第 16 項の改正規定中「第 321 条の 8 第 61 項」を「第 321

条の 8 第 69 項」に改める。 



第 2 条のうち、浜田市税条例第 50 条第 4 項の改正規定中「「又は第 31

項」に」の次に「、「第 48 条の 15 の 5 第 4 項」を「第 48 条の 15 の 4 第 4

項」に」を加える。 

第 2 条のうち、浜田市税条例第 52 条の改正規定中「第 52 条第 4 項」を

「第 52 条第 3 項中「第 48 条の 15 の 5 第 4 項」を「第 48 条の 15 の 4 第 4

項」に改め、同条第 4 項」に改める。 

第 2 条のうち、浜田市税条例附則第 3 条の 2 第 2 項の改正規定の次に次

のように加える。 

附則第 4 条第 1 項中「及び第 4 項」及び「又は法人税法第 81 条の 24 第

1 項の規定により延長された法第 321 条の 8 第 4 項に規定する申告書の提

出期限」を削り、同条第 2 項中「又は法第 321 条の 8 第 4 項に規定する連

結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

第 1 条 この条例は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

⑴ 第 1 条中浜田市税条例第 34 条の 7 第 1 項の改正規定及び同条例附則

第 6 条の改正規定並びに次条第 1 項の規定 令和 4 年 1 月 1 日 

⑵ 第 1 条中浜田市税条例第 24 条第 2 項、第 36 条の 3 の 3 第 1 項の改正

規定及び同条例附則第 5 条第 1 項の改正規定並びに次条第 4 項の規定 

令和 6 年 1 月 1 日 

⑶ 附則第 3 条第 4 項及び第 5 項の規定 産業競争力強化法等の一部を改

正する等の法律（令和 3 年法律第 号）附則第 1 条第 2 号に掲げる規定

の施行の日 

⑷ 第 1 条中浜田市税条例附則第 10 条の 2 第 25 項を同条第 23 項とし、

同項の次に 1 項を加える改正規定（第 24 項に係る部分に限る。） 特定

都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 31

号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第 2 条 第 1 条の規定による改正後の浜田市税条例（以下「新条例」という。）

第 34 条の 7 第 1 項の規定は、所得割の納税義務者がこの条例の施行の日

（以下この条及び附則第 4 条第 1 項において「施行日」という。）以後に支

出する同項に規定する寄附金又は金銭について適用し、所得割の納税義務

者が施行日前に支出した第 1 条の規定による改正前の浜田市税条例（次項



及び第 3 項において「旧条例」という。）第 34 条の 7 第 1 項に規定する寄

附金又は金銭については、なお従前の例による。 

2  新条例第 36 条の 3 の 2 第 4 項の規定は、施行日以後に行う同項に規定

する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供に

ついて適用し、施行日前に行った旧条例第 36 条の 3 の 2 第 4 項に規定す

る電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供につ

いては、なお従前の例による。 

3  新条例第 36 条の 3 の 3 第 4 項の規定は、施行日以後に行う新条例第 36

条の 3 の 2 第 4 項に規定する電磁的方法による新条例第 36 条の 3 の 3 第

4 項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前

に行った旧条例第 36 条の 3 の 2 第 4 項に規定する電磁的方法による旧条

例第 36 条の 3 の 3 第 4 項に規定する申告書に記載すべき事項の提供につ

いては、なお従前の例による。 

4  新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和 6 年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、令和 5 年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第 3 条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、令和 3 年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和 2 年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

2  平成 30 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの間に取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和 3 年法律第 7 号。第 5 項において「改正

法」という。）第 1 条の規定による改正前の地方税法（昭和 25 年法律第 226

号。次項及び第 4 項において「旧法」という。）附則第 15 条第 8 項に規定

する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の

例による。 

3  生産性向上特別措置法（平成 30 年法律第 25 号）の施行の日から令和 3

年 3 月 31 日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に

旧法附則第 15 条第 41 項に規定する中小事業者等（以下この項において「中

小事業者等」という。）が取得（同条第 41 項に規定する取得をいう。以下

この項において同じ。）をした同条第 41 項に規定する機械装置等（以下こ

の項において「機械装置等」という。）（中小事業者等が、同条第 41 項に規

定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契

約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内



に取得をした同条第 41 項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、

適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装

置等を含む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

4  地方税法等の一部を改正する法律（令和 2 年法律第 26 号）の施行の日

から令和 3 年 3 月 31 日までの期間（以下この項において「適用期間」とい

う。）内に旧法附則第 64 条に規定する中小事業者等（以下この項において

「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この

項において同じ。）をした同条に規定する家屋及び構築物（中小事業者等が、

同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）

に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者

が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及

び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における

当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。 

5  新条例附則第 10 条の 2 第 26 項の規定は、令和 3 年 4 月 1 日以後に改正

法第 1 条の規定による改正後の地方税法附則第 64 条に規定する中小事業

者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定

する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対

象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、

同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」という。）

に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が

当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条

に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以

後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律（令和 2

年法律第 26 号）の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等

に該当する特例対象資産を、令和 3 年 4 月 1 日以後にリース取引により引

渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する附

則第 1 条第 3 号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の 1 月 1 日（当

該施行の日が 1 月 1 日である場合には、同日）を賦課期日とする年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和 3 年 4

月 1 日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例

対象資産に対する新条例附則第 10 条の 2 第 26 項の規定の適用について

は、同項中「中小企業等経営強化法（平成 11 年法律第 18 号）第 50 条第 2

項」とあるのは、「生産性向上特別措置法（平成 30 年法律第 25 号）第 38



条第 2 項」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第 4 条 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以

後に取得された 3 輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性

能割について適用し、施行日前に取得された 3 輪以上の軽自動車に対して

課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

2  新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和 3 年度以後の

年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和 2 年度分までの軽自動

車税の種別割については、なお従前の例による。 







































































  

報告第 4 号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、議会の議決を経て契約した工事

請負契約の工期の変更について専決処分したので、同条第 2 項の規定により

報告する。 

 

  令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   工事請負契約の工期の変更について 

 

 令和 3 年 1 月 26 日に議決を経た、浜田市高速情報通信基盤整備工事請負契

約の工期の変更を、地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり決

定する。 

 

  令和 3 年 3 月 31 日 専決 

 

                    浜田市長 久保田 章 市 

 

 

 

   工事請負契約の工期の変更の決定 

 

 浜田市高速情報通信基盤整備工事請負契約の完工期日を 352 日延長し、令

和 4 年 3 月 18 日とする。 

 

 



報告第 5 号 

 

専決処分の報告について 

 

地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、損害賠償の額の決定について専

決処分したので、同条第 2 項の規定により報告する。 

 

令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



損害賠償の額の決定について 

 

 損害賠償の額を地方自治法第 180 条第 1 項の規定により、次のとおり定め

る。 

 

  令和 3 年 3 月 24 日 専決 

 

               浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

損害賠償の額の決定 

 

 市道施設に係る事故による損害賠償の額を次のとおり決定する。 

 

1  損害賠償の額    48,851 円 

2  損害賠償の相手方  （省略） 



報告第 6 号 

 

   令和 2 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

 

 令和 2 年度浜田市一般会計繰越明許費繰越計算書について、地方自治法施

行令第 146 条第 2 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

款 事 業 名

国県支出金 地方債 その他

02
総務費

02
総務費

02
総務費

02
総務費 1,535,548,000 174,100,000 32,000

04
衛生費 5,450,000

06
農林水産業費 3,248,000 3,248,000

06
農林水産業費

06
農林水産業費 15,484,000 1,900,000 122,300

06
農林水産業費 6,386,706 3,100,000 9,454

07
商工費

07
商工費

08
土木費 841,783 629,860

08
土木費 66,754,496 49,300,000 2,605,497

08
土木費 4,070,248 4,000,000 213,292

08
土木費 519,561 600,000 70,000

08
土木費 100,342,393 72,700,000 3,829,977

08
土木費 7,160,872 5,500,000 323,826

08
土木費 4,400,000

08
土木費 22,400,000 23,400,000 1,240,000

10
教育費 10,600,000

11
災害復旧費 35,176,000 4,100,000 11,709,300

11
災害復旧費 19,559,000 10,400,000 64,000

1,833,541,059 349,100,000 28,497,506

10,600,000

令 和 ２ 年 度 浜 田 市 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

翌 年 度
繰 越 額

左  の  財  源  内  訳

項 金  額 既 収 入 未 収 入 特 定 財 源
一般財源

特定財源

01
9,889,000 9,249,900 9,249,900総務管理費 旧今市小学校解体設計経費

01
6,000,000 4,000,000 4,000,000総務管理費 定住促進住宅建築費補助金

01
3,000,000 3,000,000 3,000,000総務管理費 新型コロナウイルス感染症対策学

生支援事業

01  

総務管理費 高速情報通信基盤整備事業（国補
正分）

1,709,680,000 1,709,680,000

01
10,117,000 5,450,000保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種

体制確保事業

01
8,892,000 6,496,000農業費 被災農業用施設等復旧支援事業

01

第三セクター等清算支援事業 5,000,000 2,000,000

30,265,000 24,145,000 6,638,700農業費 農業水路等長寿命化防災減災事業

01
農業費 2,000,000

03
9,889,000 9,580,060 83,900水産業費 高度衛生管理型荷捌所整備事業

01
14,000,000 14,000,000 14,000,000商工費 新型コロナウイルス感染症対策商

店街等活性化支援事業

01
20,400,000 10,992,469 10,992,469商工費 浜田プレミアム付き飲食・宿泊応

援チケット発行事業

02
道路橋梁費 橋梁等長寿命化調査点検事業 11,705,000 1,471,643

02
道路橋梁費 浜田駅周辺整備事業 130,600,000 118,747,557 87,564

02
14,314,000 8,283,540道路橋梁費 道路ストック災害防除事業

02
9,270,000 1,217,523 27,962道路橋梁費 井野３７号線道路改良事業

02
222,200,000 176,914,508 42,138道路橋梁費 歩道整備事業

02
43,229,000 12,984,698道路橋梁費 橋梁長寿命化改修事業

05
都市計画マスタープラン策定事業 4,400,000 4,400,000都市計画費

58,800,000 47,040,000
05
都市計画費 公園施設長寿命化対策支援事業

（国補正分）

06
保健体育費 新型コロナウイルス感染症対策事

業（学校保健費・国補正分）
21,200,000 21,200,000

01

農林水産業施
設災害復旧費

２年林業施設災害復旧費 51,019,000 51,019,000 33,700

02

公共土木施設
災害復旧費

２年公共土木施設災害復旧費 79,677,000 30,045,000 22,000

計 2,473,546,000 2,271,916,898 60,778,333



報告第 7 号 

 

   令和 2 年度浜田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算  

書の報告について 

 

 令和 2 年度浜田市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書につい

て、地方自治法施行令第 146 条第 2 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

款 事 業 名

国県支出金 地方債 その他

01
農業集落排水
費

2,100,000 6,916,000 65,900

2,100,000 6,916,000 65,900計 9,100,000 9,100,000 18,100

01
総務管理費 下水道管支障移転経費 9,100,000 9,100,000 18,100

令和 ２ 年 度 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書

翌 年 度
繰 越 額

左  の  財  源  内  訳

項 金  額 既 収 入 未 収 入 特 定 財 源
一般財源

特定財源



報告第 8 号 

 

   令和 2 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書の報告について 

 

 令和 2 年度浜田市水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企業法

第 26 条第 3 項の規定により、次のとおり報告する。 

 

  令和 3 年 6 月 18 日 提出 

 

浜田市長 久保田 章 市   



円 円 円 円 円 円 円

資本的支出 建設改良費 重要給水施設配
水管耐震事業4工
区

96,000,000 0 96,000,000 14,698,000 81,302,000 0 大型暗渠の伏せ越し配管のため、推進
工を追加施工する事になり、工法選定
や施工日程の調整に時間を要したた
め。

〃 〃

市道浜田527号線
道路改良に伴う配
水管移転工事

22,000,000 7,040,000 14,960,000 0 14,960,000 0 市道改良に伴う支障移転工事であり、道
路工事が年度内完成とならず、同時期
に施工する水道工事も年度内完了が困
難となったため。

〃 〃

国道186号（上来原
工区）水道管移設工
事

10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 県道改良に伴う支障移転工事であり、道
路工事が年度内完成とならず、同時期
に施工する水道工事も年度内完了が困
難となったため。

〃 〃

（主）浜田八重可
部線（押入橋）道
路改良に伴う配水
管移転工事

12,000,000 0 12,000,000 0 12,000,000 0 県道改良に伴う支障移転工事であり、道
路工事が年度内完成とならず、同時期
に施工する水道工事も年度内完了が困
難となったため。

〃 〃

金城町小国地区
谷口橋添架管布
設工事

22,000,000 5,320,000 16,680,000 0 16,680,000 0 配管材料の製作に遅延が生じたことによ
り、年度内完了が困難となったため。

令和2年度　浜田市水道事業会計予算繰越計算書

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
企 業 債 等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

地方公営企業法第26条第1項及び第2項ただし書の規定による建設改良費等の繰越額



円 円 円 円 円 円 円

款 項 事 業 名
予 算
計 上 額

支払義務
発 生 額

翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

不 用 額
翌年度繰越額に係る
繰越を要するたな卸
資産の購入限度額

説 明
企 業 債 等

当 年 度
損 益 勘 定
留 保 資 金

資本的支出 建設改良費

上水道事業変更
認可申請書作成
業務委託

7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000 0 変更認可書類作成に当たり、施設関係
の調査項目が当初見込を上回り、年度
内完了が困難となったため。

〃 〃

金城町小国地区
橋梁添架管布設
替設計業務委託

12,000,000 0 12,000,000 0 12,000,000 0 当初は布設替えの計画としていたが、橋
梁の老朽化も激しく、また、河川の越水
もある事から配管ルートの変更を行い設
計延長が大幅に延びたため。

〃 〃

金城地区断水原
因調査業務委託

3,630,000 0 3,630,000 0 3,630,000 0 今福地区の凍結断水の原因調査に早
期に取り組む必要があり、翌年度にわた
る委託契約となったため。

水道事業費用 営業費用

重要給水施設配水
管耐震事業4工区

10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 大型暗渠の伏せ越し配管のため、推進
工を追加施工する事になり、工法選定
や施工日程の調整に時間を要したた
め。

〃 〃

市道浜田527号線道
路改良に伴う配水管
移転工事

1,000,000 0 1,000,000 0 1,000,000 0 市道改良に伴う支障移転工事であり、道
路工事が年度内完成とならず、同時期
に施工する水道工事も年度内完了が困
難となったため。

〃 〃

（主）浜田八重可部
線（押入橋）道路改
良に伴う配水管移転
工事

200,000 0 200,000 0 200,000 0 県道改良に伴う支障移転工事であり、道
路工事が年度内完成とならず、同時期
に施工する水道工事も年度内完了が困
難となったため。



  

報告第 9 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 2 条第 1 項の規定により私法上

の原因に基づいて発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、

次のとおり報告する。 

 

令和 3 年 6 月 18 日提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 会計名     一般会計 

（1）件 数    1 件 

（2）金 額    38,798 円 

（3）債権放棄の日 令和 3 年 3 月 31 日 

（4）内 訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

浜田市公設水産物仲買売場使

用料 
第2条第1項第1号  1 件 38,798 円 

 

 

 

 



  

報告第 10 号 

 

放棄した市の私債権の報告について 

 

浜田市私法上の債権の放棄に関する条例第 3 条の規定により準用する第 2

条第 1 項の規定により水道事業の管理者が管理する私法上の原因に基づいて

発生した債権を放棄したので、同条第 2 項の規定により、次のとおり報告す

る。 

 

令和 3 年 6 月 18 日提出 

 

浜田市長 久保田 章 市  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

1 会計名     水道事業会計 

（1）件 数    42 件 

（2）金 額    103,705 円 

（3）債権放棄の日 令和 3 年 3 月 31 日 

（4）内 訳 

債権の名称 債権放棄の事由 件 数 金 額 

水 道 料 金 第2条第1項第1号  6 件 32,046 円 

水 道 料 金 第2条第1項第2号  34 件 69,511 円 

水 道 料 金 第2条第1項第5号  2 件 2,148 円 

 


